
 

平成２８年９月５日開会 

 

 

平成２８年第３回 

つがる市議会定例会 

 

 

 

提 出 議 案 市 長 説 明 要 旨 

 

 

 

 

 

つ が る 市  



- 1 - 

 

本日ここに、平成２８年第３回つがる市議会定例会の開会

にあたり、上程されました議案の主なるものについて、その

概要をご説明申し上げ、ご審議の参考に供したいと思います。 

本定例会に提出いたしました案件は、予算案３件、決算６

件、条例案２件の、合わせて１１件であります。 

まず、予算案についてご説明申し上げます。 

予算案については、議案第６７号から議案第６９号までの

３件を提案いたしております。 

議案第６７号「平成２８年度つがる市一般会計補正予算

（第３号）案」についてご説明申し上げます。 

本補正予算案は、当初予算に見込めなかった経費、緊急を

要する経費等について、所要の予算措置を講ずることとした

ものであります。 

その結果、平成２８年度つがる市一般会計の予算規模は、

既決予算に１４億１，０１８万９千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を２５６億３，２１３万１千円とするものでありま

す。 
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それでは、歳出に計上された主なるものについて、款を追

ってご説明申し上げます。 

 総務費については、一般管理費において、退職負担金の不

足分を補てんするため、市町村職員退職手当組合負担金１，

３２３万円を計上いたしました。 

また、財政管理費において、平成２７年度決算剰余金、普

通交付税の確定、及び基金の運用収益などを踏まえ、財政調

整基金に５億２，１９４万５千円、減債基金に６億８，３２

７万円６千円、合併振興基金に７，８４５万６千円の積立金

をそれぞれ計上いたしました。 

民生費については、社会福祉施設管理費において、各温泉

施設の修繕料３０８万５千円を計上いたしました。 

農林水産業費については、農業振興費において、産地の高

収益化、及び国際競争力の強化促進支援に伴う産地パワーア

ップ事業補助金５，４６７万８千円を計上いたしました。 

商工費については、商工業総務費において、共通商品券発

行支援事業補助金１５０万円を計上いたしました。 

また、企業誘致対策費において、森田地区増圧ポンプ場修
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繕工事費６２４万３千円を計上いたしました。 

土木費については、道路維持費において、道路維持工事費

１，２００万円を計上いたしました。 

また、除雪対策費において、防雪柵設置工事費４０６万３

千円を計上いたしました。 

消防費については、災害対策費において、地域防災計画を

修正するため、業務委託料２６１万４千円を計上いたしまし

た。 

教育費については、所管する学校及び各施設の維持管理の

ため、各項にわたって所要額を計上いたしました。 

以上が歳出予算の概要であります。 

次に、歳入予算についてご説明申し上げます。 

補正予算の主なる財源といたしましては、歳出との関連等

における県支出金、市債について、それぞれ所要額の補正を

行うとともに、今般、交付額が確定したことから普通交付税

に８億２，２１１万９千円を計上したほか、基金運用債権の

売払収入８億６，７７７万円、平成２７年度決算に基づく繰

越金４億１４３万１千円を計上いたしました。 
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また、財政調整基金への 7億３，４１６万７千円の繰り戻

し措置により、全体の補正額の調整をいたしました。 

議案第６８号及び議案第６９号の平成２８年度各特別会

計補正予算案につきましては、ご審議の際に詳細にご説明申

し上げます。 

次に、決算についてご説明申し上げます。 

決算の認定については、議案第７０号から議案第７５号ま

での６件を提案いたしております。 

平成２７年度つがる市一般会計及び特別会計歳入歳出の

決算が確定いたしましたので、地方自治法の規定に基づき、

監査委員の意見並びに関係書類を付して、認定をお願いする

ものであり、いずれの会計におきましても、実質収支の黒字

を確保したものとなっております。 

次に、条例案についてご説明申し上げます。 

条例案については、議案第７６号及び議案第７７号の２件

を提案いたしております。 

議案第７６号「つがる市税条例の一部を改正する条例案」

は、所得税法等の一部改正に伴い、市民税において法律で定
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める外国で得た利子及び配当の額に所得割を課す特例等の

規定を加えるほか、所要の改正を行うものであります。 

議案第７７号「つがる市国民健康保険税条例の一部を改正

する条例案」は、所得税法等の一部改正に伴い、法律で定め

る外国で得た利子及び配当の額を所得割額の算定等に含め

る規定を加えるほか、所要の改正を行うものであります。 

以上をもちまして、提出議案の概要についてご説明申し上

げましたが、議事の進行に伴い、ご質問に応じ、本職をはじ

め関係者から詳細にご説明申し上げたいと思います。 

何卒、慎重御審議の上、原案どおり御議決並びに御認定を

賜りますようお願い申し上げます。 


